
三鷹市公会堂　使用料金表

■ホール施設使用料 <単位:円> 1区分につき<単位:円> 1区分につき<単位:円>

午 前 午 後 夜 間 全 日

9-12時 13-17時 18-22時 9-22時

23,000 39,000 49,000 95,000  ボーダーライト 1式 1,000  ピアノ(YAMAHA CFⅢ) 1台 3,000

28,000 47,000 59,000 115,000  フットライト 1列 800  オーケストラピット 1式 3,000

＊上記料金で舞台･照明･音響のスタッフ各1名がつきます。  ホリゾントライト 1列 1,500  反射板 1式 3,500

  3名を超えるスタッフが必要な場合は､別途増員料金がかかります。  スポットライト 1台 300  指揮台(譜面台付) 1式 200

■展示室施設使用料 <単位:円>  ピンスポットライト 1台 1,500  譜面台 1台 100

広さ 3日間 5日間  ストリップライト 1本 300  譜面台セット(50台以上) 1式 5,000

42㎡ 9,000 13,000  スモークマシン 1台 1,000  所作台 1式 5,000

41㎡ 9,000 13,000  エフェクトマシン 1台 1,000  平台 1台 200

35㎡ 8,000 11,000  ミラーボール 1台 500  びょうぶ 1双 1,800

118㎡ 23,000 33,000  持込器具 1kw 200  ひ毛せん 1枚 200

＊｢展示室兼会議室｣を｢展示室｣として使用する場合の使用料です｡  照明セット料金　  地がすり 1枚 500

＊可動間仕切りをはずし､2室または3室を連結して使用できます。
  Ａセット　　　 12,000  上敷 1枚 200

■会議室施設使用料 <単位:円> 　 スポットライト×50台  しゃ幕 1枚 1,000

広さ 午 前 午 後 夜 間 全 日   Ｂセット 25,000  リノリウムシート 1式 3,000

㎡ 9-12時 13-17時 18-22時 9-22時 　 スポットライト×100台､ホリゾントライト(上･下)  演台 1式 300

多目的会議室A 63 118 3,700 5,400 6,500 14,000   Ｃセット 35,000  司会者台 1台 100

多目的会議室B 63 121 3,700 5,400 6,500 14,000 　 スポットライト×150台､ホリゾントライト(上･下)  長机 1台 100

第１会議室 16 40 1,200 1,700 2,100 4,500  場内拡声装置 1式 3,000  スクリーン 1台 1,000

第２会議室 16 38 1,200 1,700 2,100 4,500  サブミキサー 1台 1,000  プロジェクター 1台 3,000

第３会議室 16 40 1,200 1,700 2,100 4,500  移動式スピーカー 1台 500 ＊ピアノ調律料は別途かかります。

第４会議室 16 40 1,200 1,700 2,100 4,500  ダイナミックマイク 1台 500

第５会議室 16 38 1,200 1,700 2,100 4,500  コンデンサーマイク 1台 1,000 ■会議室･展示室器具使用料 1区分につき<単位:円>

第６会議室 16 40 1,200 1,700 2,100 4,500  ワイヤレスマイク 1台 1,000 器具名 単位 使用料

1 第７会議室 12 35 1,000 1,500 1,700 3,800  3点つり装置 1式 1,500  AV機器ワゴン(マイク付) 1式 1,000

階 第８会議室 16 44 1,300 1,800 2,200 4,800  音響効果機器 1台 500  プロジェクター 1台 1,000

展示室兼会議室１ 16 42 1,100 1,600 1,900 4,100  ダイレクトボックス 1台 300  マイクセット 1式 500

展示室兼会議室２ 16 41 1,100 1,600 1,900 4,100  CD･ブルーレイプレーヤー 1台 1,000  展示パネル(1日単位) 1台 500

展示室兼会議室３ 12 35 900 1,400 1,600 3,500  CD･MDデッキ 1台 1,000 ＊｢AV機器ワゴン｣は多目的会議室A･Bに設置されています｡

★｢展示室兼会議室｣を｢会議室｣として使用する場合の使用料です｡ ＊多目的会議室A･B以外でプロジェクター､マイクセットを

＊多目的会議室A･B､第1-3会議室､第4-6会議室､展示室兼会議室1-3は
　ご利用の場合､台数に限りがありますのでご了承ください｡

　可動間仕切りをはずし､連結して使用できます。

＊会議室をホール楽屋として使用する場合､第7･8会議室がホールに近く便利です｡

＊全ての施設のご利用に際して､入場料等で5,000円以上を徴収する場合は施設使用料が5割増しとなります｡＊使用時間は準備と片付けの時間も含みます。
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